
瀬戸市市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例をこ

こに公布する。  

平成２９年１２月２８日 

瀬戸市長  伊 藤 保 德  

瀬戸市条例第３１号 

瀬戸市市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例  

瀬戸市市営住宅の設置及び管理に関する条例（平成９年瀬戸市条例第２

３号）の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

（同居の承認）  （同居の承認） 

第１２条 入居者は、当該市営住宅への入居の際

に同居した親族以外の者を同居させようとする

ときは、公営住宅法施行規則第１１条で定める

ところにより、市長の承認を得なければならな

い。 

第１２条 入居者は、当該市営住宅への入居の際

に同居した親族以外の者を同居させようとする

ときは、公営住宅法施行規則第１０条で定める

ところにより、市長の承認を得なければならな

い。 

（入居の承継）  （入居の承継） 

第１３条 入居者が死亡し、又は退去した場合に

おいて、その死亡時又は退去時に当該入居者と

同居していた者が引き続き当該市営住宅に居住

を希望するときは、当該入居者と同居していた

者は、公営住宅法施行規則第１２条で定めると

ころにより、市長の承認を得なければならな

い。 

第１３条 入居者が死亡し、又は退去した場合に

おいて、その死亡時又は退去時に当該入居者と

同居していた者が引き続き当該市営住宅に居住

を希望するときは、当該入居者と同居していた

者は、公営住宅法施行規則第１１条で定めると

ころにより、市長の承認を得なければならな

い。 

２ ＜省略＞ ２ ＜省略＞ 

 （家賃の決定）  （家賃の決定） 

第１４条 市営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次

条第３項の規定により認定された収入（同条第

４項の規定により更正された場合には、その更

第１４条 市営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次

条第３項の規定により認定された収入（同条第

４項の規定により更正された場合には、その更



正後の収入。第２６条において同じ。）に基づ

き、近傍同種の住宅の家賃（第３項の規定によ

り定められたものをいう。以下同じ。）以下で

令第２条に規定する方法により算出した額とす

る。ただし、入居者からの収入の申告がない場

合（次条第１項ただし書に規定する場合を除

く。）において、第３３条第１項の規定による

請求を行ったにもかかわらず、当該入居者がそ

の請求に応じないときは、当該市営住宅の家賃

は近傍同種の住宅の家賃とする。 

正後の収入。第２６条において同じ。）に基づ

き、近傍同種の住宅の家賃（第３項の規定によ

り定められたものをいう。以下同じ。）以下で

令第２条に規定する方法により算出した額とす

る。ただし、入居者からの収入の申告がない場

合において、第３３条第１項の規定による請求

を行ったにもかかわらず、当該入居者がその請

求に応じないときは、当該市営住宅の家賃は近

傍同種の住宅の家賃とする。 

２及び３ ＜省略＞ ２及び３ ＜省略＞ 

（収入の申告等）  （収入の申告等） 

第１５条 入居者は、毎年度、市長に対し、収入

を申告しなければならない。ただし、入居者が

公営住宅法施行規則第８条各号に掲げる者に該

当する場合において、収入を申告すること及び

第３３条第１項の規定による報告の請求に応じ

ることが困難な事情にあると市長が認めるとき

は、この限りでない。 

第１５条 入居者は、毎年度、市長に対し、収入

を申告しなければならない。 

２ 前項に規定する収入の申告は、公営住宅法施

行規則第７条に規定する方法によるものとす

る。 

２ 前項に規定する収入の申告は、公営住宅法施

行規則第８条に規定する方法によるものとす

る。 

３ 市長は、第１項の規定による収入の申告に基

づき（同項ただし書に規定する場合にあって

は、公営住宅法施行規則第９条に規定する方法

により）、収入の額を認定し、当該額を入居者

に通知するものとする。 

３ 市長は、第１項の規定による収入の申告に基

づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通

知するものとする。 

４ ＜省略＞ ４ ＜省略＞ 

（収入超過者に対する家賃） （収入超過者に対する家賃） 

第２８条 ＜省略＞ 第２８条 ＜省略＞ 

２ 市長は、前項に定める家賃を算出しようとす

るときは、当該収入超過者の収入を勘案し近傍

同種の住宅の家賃以下で、令第８条第２項（第

１５条第１項ただし書に規定する場合にあって

２ 市長は、前項に定める家賃を算出しようとす

るときは、当該収入超過者の収入を勘案し近傍

同種の住宅の家賃以下で、令第８条第２項に規

定する方法によらなければならない。 



は、令第８条第３項において準用する同条第２

項）に規定する方法によらなければならない。 

３ ＜省略＞ ３ ＜省略＞ 

（市営住宅建替事業に係る家賃の特例）  （市営住宅建替事業に係る家賃の特例） 

第３６条 市長は、前条の申出により市営住宅の

入居者を新たに整備された市営住宅に入居させ

る場合において、新たに入居する市営住宅の家

賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えること

となり、当該入居者の居住の安定を図るため必

要があると認めるときは、第１４条第１項、第

２８条第１項又は第３０条第１項の規定にかか

わらず、令第１２条で定めるところにより当該

入居者の家賃を減額するものとする。 

第３６条 市長は、前条の申出により市営住宅の

入居者を新たに整備された市営住宅に入居させ

る場合において、新たに入居する市営住宅の家

賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えること

となり、当該入居者の居住の安定を図るため必

要があると認めるときは、第１４条第１項、第

２８条第１項又は第３０条第１項の規定にかか

わらず、令第１１条で定めるところにより当該

入居者の家賃を減額するものとする。 

（市営住宅の用途の廃止による他の市営住宅へ

の入居の際の家賃の特例） 

 （市営住宅の用途の廃止による他の市営住宅へ

の入居の際の家賃の特例） 

第３７条 市長は、法第４４条第３項の規定によ

る市営住宅の用途の廃止による市営住宅の除却

に伴い当該市営住宅の入居者を他の市営住宅に

入居させる場合において、新たに入居する市営

住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超

えることとなり、当該入居者の居住の安定を図

るため必要があると認めるときは、第１４条第

１項、第２８条第１項又は第３０条第１項の規

定にかかわらず、令第１２条で定めるところに

より当該入居者の家賃を減額するものとする。 

第３７条 市長は、法第４４条第３項の規定によ

る市営住宅の用途の廃止による市営住宅の除却

に伴い当該市営住宅の入居者を他の市営住宅に

入居させる場合において、新たに入居する市営

住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超

えることとなり、当該入居者の居住の安定を図

るため必要があると認めるときは、第１４条第

１項、第２８条第１項又は第３０条第１項の規

定にかかわらず、令第１１条で定めるところに

より当該入居者の家賃を減額するものとする。 
  

附 則 

 （施行期日）  

１ この条例は、公布の日から施行する。  

 （経過措置）  

２ この条例による改正後の瀬戸市市営住宅の設置及び管理に関する条例

第１４条第１項、第１５条及び第２８条第２項の規定は、平成３０年度



以降の年度の市営住宅の毎月の家賃について適用する。  

 


